
 事業目的

有事の際対応可能な看護職員の裾野を拡大するため、都独自に、潜在看護師等を対象にした
登録制度を創設。登録者は有事の際、避難所等での環境整備や軽症者への対応等に従事

 事業概要

【登録対象者】

都内在住の保健師・助産師・看護師・准看護師で未就業の方

【登録手続き等】
登録・更新希望者に対して、都の災害医療体制や災害時の看護活動などを内容とする研修※

を実施 ※登録研修時・更新研修時に、5,000東京ポイントを付与

【活動フロー】

潜在看護師等登録制度【新規】

令和７年度予算（案）額：49百万円

平時

東京都

登録・更新研修
（登録期間５年間）

※5,000東京ポイントを付与

登録希望者は研修を受講

区市町村

✓提供情報をもとに、登録者に
ついて自主参集場所を指定

✓活動場所は、地域の実情に応
じて柔軟に設定

✓地域での研修や訓練について
情報提供し、参加を呼びかけ

登録情報
を提供

このほか都から、平時にはニュースレターを、有事には支援を要する場所等に係る情報を配信予定

医療救護所

福祉避難所

登録者居住自治体内

避難所等

有事

登録者
自主
参集

※自主参集先は例示
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